


計画策定の目的

もし、病原性が高く感染力の強い新型インフルエンザが発生すると・・・

《
被
害
想
定
》

① 全人口の２５％が罹患 ０．５～２％が死亡

② 最大４０％の職員が欠勤（８週間継続）

③ 新型インフルエンザ対策業務が増加

そのような状況の中、新型インフルエンザ対策業務及び

県庁機能や県民生活の維持のために

必要な業務を確実に実施



本計画のポイント

１ 優先して実施すべき業務

２ 業務に当たる職員確保と体制整備

３ 発生段階ごとの感染防止対策



優先して実施すべき業務の選別

新型インフルエンザ対策業務（以下「対策業務」）

Ａ業務（常時実施）

・社会機能維持のために必要な業務

・縮小・延期すれば県民生活に多大な影響

を与える業務

・上記業務を行うための基盤的な業務

通常業務

優先して実施

Ｂ～Ｄ業務（内容に応じて３段階に順位付け）
縮小・延期が可能な業務

《県庁の業務》



業務の例

《新型インフルエンザ対策業務》

・感染予防対策の周知、相談窓口の運営

・医療提供体制の整備

・検査体制の確保、ワクチンの接種、各種サーベイランス 等

《Ａ業務》

・ＤＶ、児童虐待などに係る緊急な対人対応

・母子寡婦の認定

・消費生活に係る相談対応 等



各発生段階での業務量と

登庁可能職員数のイメージ
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方針：全職員の６割で対応

Ｂ～Ｄ業務



職員確保と体制整備の方法

１対策業務及びＡ業務の担当者リストの作成

２対策業務及びＡ業務の業務マニュアルの作成

３在宅勤務体制の整備

《平常時における準備》



在宅勤務

目 的 ・業務の効率的な実施
・業務に従事する職員への感染防止

実施方法 リモートアクセスサービスを利用




